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２月９日(火) 令和 4年度当初予算 

記者会見 発表内容 

 

それでは、道の駅「くるくる なると」の開駅日の決定について説

明させていただきます。 

  

これまで本市では、交流人口拡大と地域活性化を図ることを目

的として、大津町の国道１１号沿いに、道の駅整備を進めてきまし

た。 

 

本事業については、名実ともに本市が「四国の玄関口」となる

べく進めてまいりました、「四国のゲートウェイ推進事業」の中核

プロジェクトであり、国土交通省との一体型の道の駅となります。 

令和２年１１月、造成工事に着手以降、計画予定地において建

築工事等が計画どおり進捗しており、この度、関係機関との調整

が整ったため、「令和４年４月２９日」を開駅日に決定いたしまし

た。 
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道の駅は全国的にも認知度は高まっており、４月は比較的気候

が安定していますので、新型コロナウイルス感染症の感染状況も

考慮する必要がありますが、観光等の交流活動が活発になってく

る４月にオープンすることで、利用者・道の駅の両者にとってさら

なる賑わいづくりに繋がればよいと考えています。 

 

次に、施設の主な特徴として、３点ご説明いたします。 

まず、１点目ですが、鳴門金時やレンコン等の地域特産物と運

営事業者のノウハウを活用した「食のテーマパーク」をコンセプト

に道の駅「くるくる なると」にしかない、オリジナル商品と豊富な

品揃えで、多くの地域住民・観光客双方にとって目的地となること

を目指しています。 

通常の道の駅では、比較的中高年層の方の利用が多いのが一

般的ですが、若い世代は、SNS 等を通じた情報発信力・拡散力

を持たれていますので、若い世代に訴求する商品開発も行うこと

で若い世代の目的地化も図り、その相乗効果により更なる集客
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を図りたいと考えています。 

商品開発や店舗作りについては、一般的な道の駅とは異なる、

個性的な施設になるので、オープン日を楽しみにいただきたいと

思います。 

 

続いて、２点目ですが、計画地は、本市で最も交通量の多い国

道１１号沿いにあり、神戸淡路鳴門自動車道、徳島自動車道、高

松自動車道の分岐点に近接しており、通勤・通学等の人の動き、

購買活動や物流等の経済活動、地域間の交流・連携を促進する

道路交通の要衝となっています。 

また、本施設は、東の渦潮と西の霊山寺やドイツ館のちょうど中

間に位置しています。 

こうしたことから、本施設を観光客や通行客を滞在に結び付け

る、市内の観光エリアや名所を繋ぐハブとして位置づけており、鳴

門に訪れた方の最初の立ち寄り地として考えています。 

施設自体の目的地化を目指す道の駅ですので、まずは、本施

設に立ち寄ってから、鳴門市の観光地や名所に立ち寄っていただ
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きたいと考えています。 

 

最後に、３点目ですが、新型コロナウイルス感染症により、世界

的にもデジタル技術を活用した販売方法やコンテンツの普及が一

気に加速しました。 

道の駅としては、新型コロナウイルス感染症を踏まえたデジタ

ル事業として EC 事業にも着目しており、リアルの店舗事業だけ

でなく、デジタル事業としてのふるさと納税事業も両立すること

で、「地産地消」のほか、全国の消費者を対象に鳴門の特産品や

良いものを PRできる施設を目指しています。 

 また、道の駅がふるさと納税事業を実施することで、道の駅に

訪れたことを契機にふるさと納税を行っていただいたり、ふるさと

納税を契機に鳴門市に訪れていただくなど、中長期の観点で地

域活性化や交流人口拡大の相乗効果が生まれると考えていま

す。 

地域内の産品の発掘・新商品の開発等により、地域外からの

収益を地域内に呼び込む地域商社機能をもった道の駅として、
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産業振興の拠点となります。 

 

 こうした取り組みにより、「四国の玄関口」にある道の駅として、

四国や西日本を代表する道の駅を目指してまいります。 

そして、道の駅が「食」「観光」「農水産物」といった本市のポテ

ンシャルを一段と引き出すことで、地域活性化の起爆剤に活用し

たいと考えており、アフターコロナも見据えた交流人口拡大の拠

点として運営してまいります。 

 

以上で、道の駅「くるくる なると」の開駅日の決定についての

説明を終えさせていただきます。 

 

それでは、お配りしております、縦書きの資料令和４年度当初

予算（案）の概要をご覧ください。 

 

まず、１ページ目の 令和４年度予算編成の基本方針でありま

す。 
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本市の財政状況は、人口減少や新型コロナウイルス感染症の

影響などにより、歳入の根幹をなす市税においては、令和２年度

以前の水準にまで回復することが見込めない中、歳出面では社

会保障関係費が増加傾向にあるとともに、公債費についても高

い水準で推移するなど、依然として楽観視できる状態ではありま

せん。 

 

加えて、長期化する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止と社会経済活動の両立を図りつつ、「新庁舎整備事業」などの

大規模事業に取り組んでいくことから、持続可能な健全財政の構

築を目指すとともに、「第六次鳴門市総合計画 後期基本計画」

や「なると未来づくり総合戦略２０２０」に掲げる重点事業につい

て、積極的に展開し、本市の将来都市像の実現に向け取り組んで

いかなければなりません。 

 

こうしたことから、令和４年度当初予算では、結婚生活から妊
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娠、出産、子育て、教育までの各ステージをサポートする「なると 

まるごと 子育て応援パッケージ」をはじめ、「第七次鳴門市総合

計画」の策定や、「都市計画マスタープラン」の見直し及び「立地

適正化計画」の策定など、『あらたな鳴門』を創るために 必要と

なる施策に重点を置いた予算編成を行いました。 

 

続きまして、予算規模についてご説明いたします。 

令和４年度の一般会計当初予算は２７７億７，７００万円となり、

前年度当初予算と 比較して、１２億５，３００万円、率にして４．３％

の減となりました。 

 

 なお、概要や特別会計につきましては、資料の２ページから８ペ

ージに記載しておりますので、ご一読いただければ幸いです。 

また、９ページから２８ページが今回の当初予算にかかる主要

施策の一覧となっております。 

 

続きまして、令和４年度当初予算（案）及び令和３年度３月補正
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予算（案）の重点事業については、横書きカラーの資料でご説明

いたします。 

 

１ページをご覧ください。 

まず、「なると まるごと 子育て応援パッケージ」事業について

であります。 

県内随一の子育て応援都市を目指し、令和４年度から７年度ま

での４年間を「子育て世帯 定住促進施策の集中実施期間」と位

置づけ、結婚・新生活、妊娠・出産、子育て・住宅取得の各ステー

ジを「子どもファースト」の視点から強力に支援することにより、子

育て世代の定住人口の確保を図ります。 

事業費総額は １億７,８００万円 であり、ご覧のとおり、各ステ

ージにおいて、新たな施策を推進してまいります。 

 

これより、本事業の個別の事業について説明いたします。 

２ページをご覧ください。 
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まず、結婚・新生活、住宅取得に係る事業でございます。 

１つめは、「なると結婚新生活 支援補助金」についてでありま

す。 

夫婦ともに３９歳以下の新婚世帯が、新生活を始めるにあたり

必要となる賃貸住宅の敷金や礼金、仲介手数料のほか、引っ越し

費用などを支援します。 

 

２つめは、「なると新婚世帯 家賃補助金」についてであります。 

夫婦ともに３９歳以下の新婚世帯を対象に、民間賃貸住宅の家

賃の一部を最大２年間分支援します。 

 

３つめは、「なると定住促進 住宅取得補助金」についてであり

ます。 

市内で住宅を建設、または購入した夫婦のいずれかが、３９歳

以下の世帯に対し、新築の場合は３０万円、中古住宅購入の場合

は２０万円をベースに、子どもの人数や親世帯との同居・近居、市

外からの転入などの加算要件を加え、最大１００万円を支援しま
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す。 

なお、いずれも婚姻日や年齢、所得等の細かな要件を設定す

る予定でありますので、募集の際には、申し込みを検討される市

民の皆様にわかりやすくお伝えできるよう、周知広報に努めてま

いります。 

 

３ページをご覧ください。 

４つめは、『赤ちゃん授業』についてであります。 

結婚をして、まだ子どものいない「未来のパパやママ」に対し、

子育て中のパパやママ、赤ちゃんとふれあう「赤ちゃん授業」を実

施することにより、妊娠・出産・育児について考え、親になる準備

や子育てを視野に入れた「自分達のライフプラン」を具体化してい

くことを応援します。 

 

５つめは、『子育て世代の ライフプランニング応援事業』につい

てであります。 

結婚等により新たなライフステージを迎えるにあたり、妊娠・出
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産・子育て・住宅取得をはじめとしたライフプランや家計管理、プ

レ コンセプションケアに関するセミナー等を実施することにより、

鳴門で生きる子育て世代の、未来の生活を考えるきっかけづくり

と安定した生活設計を応援します。 

 

４ページをご覧ください。 

次は、妊娠・出産・就学前から高校生までに係る事業でござい

ます。 

妊娠・出産のステージでは、安心して子どもを産み育てること

ができるよう、３つの助成事業を実施します。 

 

はじめに、「不育症 治療支援事業」についてであります。 

令和４年４月１日以降に、国内の医療機関で受けた不育症検査

及び治療に要した医療費の自己負担分について、1 回あたり３０

万円を上限に助成いたします。 

ここでの「１回」とは、検査の終了まで、または検査後、出産に伴

い治療が終了するまでをさしており、「出産」には流産・死産を含
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みます。 

助成の対象となる方は、合計２回以上の流産、死産の既往があ

り、不育症と診断されている事実婚を含む夫婦であって、夫婦の

どちらかが１年以上継続して鳴門市に住民登録されており、市税

等の滞納がない方としております。 

 

次に、「多胎妊婦 健康診査 支援事業」についてであります。 

妊婦健診の費用は受診票を交付することにより、１４回分を公

費負担していますが、多胎児を妊娠した妊婦は単胎妊娠の場合

よりも、頻回な健診の受診が推奨されているところです。 

現在、多胎妊婦の方に、追加で交付している超音波検査受診

票２枚に加え、自費で受診した妊婦健康診査の費用について、１

回あたり５，０００円を上限に、１人につき５回までを新たに助成い

たします。 

このことにより、多胎妊婦の方が自費で受診した健診費用、ま

たは、受診票を使用する標準的な受診時期以外に、自費で受診

した健診費用について、５回までが助成の対象となります。 
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次に、「妊娠判定 受診費用 助成事業」についてであります。 

市民税非課税世帯または生活保護世帯の低所得世帯に属す

る妊婦の方が妊娠判定のため医療機関へ受診した費用につい

て、１回あたり１万円を上限に 1 人につき年間２回まで助成いたし

ます。 

 低所得世帯の妊婦が、妊娠初期の受診費用を躊躇することに

より、妊娠の確認が遅れ、支援の開始時期が遅れることがないよ

う、妊娠判定料に係る経済的負担を軽減いたします。 

早期の受診、妊娠届出を促すことにより、妊婦の心理社会的な

問題や養育環境などのリスクを早期に把握し、必要な支援につな

げます。 

 

５ページをご覧ください。 

次に就学前から高校生までに係る施策であります。 

 

まず、『なると まるごと 子育て応援給付金』であります。 
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この給付金は、子どもの出産から高校生に至るまでの各ステー

ジにおいて、子育て家庭を継続的に応援するため、５種類の祝い

金等を支給するものです。 

 

はじめに、『新生児 出産祝い金』についてであります。 

新生児一人当たり１０万円を支給する出産祝い金を継続実施

します。 

対象は、 

① 令和４年４月２日～令和５年４月１日生まれで、出生日から申請

日まで本市に継続して住民登録のある子ども 

② 子どもの親のどちらかが令和４年４月１日～申請日まで鳴門市

に継続して住民登録があること 

の両方の要件をみたす方であります。 

  

次に、『入学祝い金 支給事業』 であります。 

小・中学校等に１年生として入学する子どもがいる世帯にお祝

いの気持ちを表すとともに、経済的な支援を行うため、子ども1人
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あたり１万円の入学祝金を支給します。 

 

次に、『鳴門市版 児童手当 特例給付事業』についてでありま

す。 

国の制度改正によって令和４年１０月支給分より、児童手当特

例給付の対象外となる世帯に対し、これまで同様、特例給付と同

額である月額５千円を、市独自に支給します。 

 

最後に、『子育て応援手当事業』についてであります。 

子育て家庭への経済的な支援を継続するため、高校生相当の子

どもを養育する家庭に対し、本市独自の「子育て応援手当」とし

て、一人あたり年間３万円を支給します。 

 

６ページをご覧ください 

次に、『第２子保育料 無償化事業』であります。 

複数の子どもを養育する子育て家庭を支援するため、認可保

育所、認定こども園の利用者負担額について、世帯の所得階層
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や兄姉の年齢にかかわらず、第２子についても保育料を無料とし

ます。 

 

次に、『病児・病後児保育 広域利用 助成事業』であります。 

病気の回復期にある子どもの保育が困難な家庭に対し、病児・

病後児 保育事業がより利用しやすくなるように、近隣市町の病

児・病後児 保育施設を利用した場合にかかる利用料と、市の施

設利用料 1日 2,000円との差額を助成します。 

 

次に、『高校生等 医療費助成事業』であります。 

子育て家庭への経済的な支援を継続するため、高校生相当の

子どもの入院に係る保険診療分において、自己負担額の一部を

助成します。 

本市が県内随一の子育て応援都市に生まれ変わり、人口流出

抑制を実現していくための切り札として、これらの「なると まるご

と子育て応援パッケージ事業」を強力に推進してまいります。 
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「なると まるごと 子育て応援パッケージ事業」に係る説明は以

上です。 

 

７ページをご覧ください。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策 「第１５弾」についてご説

明いたします。 

 

はじめに、「新型コロナウイルスワクチン接種事業」であります。 

３回目となる新型コロナウイルスワクチンの追加接種を、安心・

迅速・円滑に実施できるよう、各医療機関へのワクチン配送や、コ

ールセンター運営など接種体制の整備を行います。 

 

次に、「新型コロナウイルス対策 地域活動 推進補助金」であ

ります。 

新型コロナウイルスの全国的な感染拡大により、本市において

も、様々な分野に影響がでてきております。この難局を市民の皆

さんとともに乗り越えていくため、市民グループや各種団体・企業
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などが主体となった地域を元気づけるための活動を支援いたしま

す。 

 

次に、８ページをご覧ください。 

「アフターコロナを見据えた 設備投資 支援事業」であります。 

本事業は、令和３年度１２月補正予算にて、アフターコロナを見

据え、新たに設備投資を実施する費用の一部を補助する制度と

して実施しているところです。 

新型コロナウイルス感染症は、依然として猛威を振るっており、

令和４年度当初予算においても、地元企業等を継続して支援い

たします。 

 補助対象となる設備投資の内容といたしましては、アフターコ

ロナを見据えて新たに導入する「機械装置」や「器具備品」などと

し、当該設備の導入に要した費用が２０万円以上１００万円未満の

場合は５万円を、１００万円以上２００万円までの場合は１０万円を

それぞれ補助いたします。 
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次に、「住宅安心リフォーム 支援事業」についてであります。 

新型コロナウイルス感染症拡大により、資材の高騰や調達遅延

などの影響を受ける住宅関連産業の受注機会の拡大を図ること

を目的として、補助制度を拡充いたします。 

事業継続及び雇用維持等につなげていただくために、事業者

集中応援期間として、リフォーム工事に対する補助金の予算を２

００万円増額し、１，０００万円（約５０件分）とします。 

地域経済の活性化とともに、住まいの安全・安心や住環境の向

上を図ることで市民の皆様が安心して住み続けていただけるまち

づくりを目指してまいります。 

 

 続きまして、「うきうき 活力と魅力あふれる まちづくり」につい

てであります。 

  

９ページをご覧ください。 

「企業誘致等を活用した 地域経済活性化 支援業務」につい

てであります。 
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企業誘致だけに頼るのではなく、成長意欲のある地元企業を

大切に育てることで地域経済活性化を推進する「エコノミックガ

ーデニング鳴門」の一環として実施するものです。これまで地元

企業だけでは解決できなかった課題を、都市部などの市外事業

者が持つ技術・ノウハウ・人脈を活用することにより、販路拡大やＩ

Ｔ化の推進などを図って参ります。 

具体的には、中期事業戦略の策定や、地元企業と都市部など

の市外事業者とのビジネスマッチングイベントの開催、個別商談

会・相談会の実施のほか、市内への進出を検討する企業の視察

対応などを実施いたします。 

  

 １０ページをご覧ください。 

「鳴門市 農業経営基盤強化 支援事業補助金」であります。 

中長期的な農業の振興を図るためには、担い手の育成確保に

向けて、生産流通の合理化や効率化を進めていくことが重要で

す。 

このことから、生産者組織が安定的かつ効率的な経営を行い、
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経営基盤の強化を計画的に進めていく取組を支援することで、本

市農業の持続発展を図るため、新たな補助制度を創設いたしま

す。 

具体的には、農業協同組合等が実施する「農業者が共同で利

用する機械や設備の導入等」を対象に、１００万円を上限として事

業費の１／２を補助する制度としております。 

 

次に、「鳴門市 水産資源 維持対策事業 補助金」であります。 

海水温の上昇などにより、周辺海域の海面環境が変化し、本市

の水産業にも影響が出ている状況となっており、水産資源の確保

は、本市の誇る水産業の将来に向けた課題のひとつとなっており

ます。 

このことから、市内の各漁協が取り組む種苗放流事業等への

支援を行い、その促進を図ることにより、本市水産業の持続的な

発展を促すため、新たな補助制度を創設いたします。 

具体的には、市内漁協が実施する「種苗放流事業」や「水質調

査」、「わかめへの施肥事業」等に対し、３０万円を上限として、事
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業費の１／２を補助する制度としております。 

 

１１ページをご覧ください。 

「サイクルツーリズムを中心とした地域活性化推進事業」につい

てであります。 

２０２５大阪・関西万博や大鳴門橋自転車道の開通を見据え、

大鳴門橋の自転車道を想定した広域サイクリングコースの検討

や、サイクリストの受け入れ環境の充実を進めるとともに、国にお

ける「地域活性化起業人制度」に基づき、民間企業が持つ専門知

識などのノウハウを活用しながら、サイクリングを中心したアウトド

アスポーツ等による地域活性化・観光振興に取り組みます。 

 

１２ページをご覧ください。 

「道の駅 『くるくる なると』 整備事業」についてですが、本事

業は、交流人口拡大と地域活性化を図ることを目的として、大津

町の国道１１号沿いに、道の駅整備を行うものです。 

こちらについては、先ほどもご説明しましたとおり、現在、計画
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予定地においては建築工事等が順調に進捗しており、関係機関

との調整が整ったことから、令和４年４月２９日に開駅することと

決定いたしました。 

アフターコロナを見据えた交流人口拡大の拠点として、また、

四国の玄関口にある道の駅として、四国、そして西日本を代表す

るような道の駅を目指してまいります。 

 

１３ページをご覧ください。 

次に、「地域産業活性化 『鳴門モデル』 推進事業」について

であります。 

「食のテーマパーク」として開業する「道の駅 『くるくる なる

と』」において、まだまだ知られていない新たな地域資源の発掘や

地場産品を活用した新商品開発・販売販路開拓などにも取り組

み、「食」、「観光」、「農水産物」といった本市の持つポテンシャル

を一段と引き出すことで、地域活性化の起爆剤として活用したい

と考えております。 

この地域商社機能を併せ持つ「道の駅」と、本市の「ふるさと納
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税事業」を連携することで、商品開発力や販売ノウハウに加え、ふ

るさと納税の販売・情報発信チャネルとしての強みを生かした相

乗効果により、新たな地域産業活性化の形「鳴門モデル」を推進

してまいります。 

鳴門市の魅力を全国へ届けるとともに、地域資源の収益化サ

イクルを構築し、地域産業全体の活性化と寄附金額の増額を図

ります。 

 

 続きまして、「ずっと笑顔で 生きがい感じる まちづくり」につ

いてであります。 

 

１４ページをご覧ください。 

「スポーツ少年団活性化事業」についてであります。 

地域における子どもたちのスポーツ活動の場として、大きな役割

を果たしているスポーツ少年団の登録者数は、少子化の影響な

どにより年々減少しております。 

そこで、団員数の確保や、指導者育成の両面からスポーツ少
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年団の活性化を図ってまいります。 

具体的には、本市で活動する各少年団を取り上げた冊子を作

成し、紹介するとともに、「指導者資格」の取得・更新に対する支

援を行います。 

さらに、総合型地域スポーツクラブと連携し、本市に団登録の

ある８競技のスポーツを体験できる「マルチスポーツクラブ」を創

設することにより、子どもたちの運動機会の創出と、各少年団の

団員数の増加につなげてまいります。 

 

１５ページをご覧ください。 

「文化会館 耐震化調査事業」であります。 

現在、「鳴門市文化会館」は耐震性能の不足や設備の老朽化

などにより、利用者の安全性の確保ができないため休館しており

ます。また徳島市で県立ホールの建設が予定されており、「市文

化会館」の運用に影響が出てくると考えております。 

 そこで、「鳴門市文化会館」の耐震化について、増田建築及び

「市文化会館」について最もノウハウを有している、「京都大学 



 

26 

工学研究室」に、今後の耐震化手法及び費用について調査、研究

等していただき、本市にふさわしい耐震化の手法について検討し

てまいります。 

 

１６ページをご覧ください。 

「GIGAスクール構想推進事業」であります。 

本事業については、これまで校内高速ネットワーク整備や1人1

台タブレット端末などのＩＣＴ環境整備を行ってまいりました。 

令和４年度においては、さらなる推進を図るため、老朽化がす

すんでいる職員室内の学習系ネットワークについて更新を行いま

す。 

加えて、新たに通級教室や保健室などに高速ネットワーク整備

を行うとともに、放課後や長期休業時の放課後児童クラブ利用児

童の学習機会を確保するため、放課後児童クラブに、校内高速ネ

ットワークを延長します。 

また、児童生徒や教員へのＩＣＴ活用支援として、機器のメンテ

ナンスや故障時の対応、必要に応じた授業支援を行う ICT 支援
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員を昨年度に引き続き配置します。 

さらに、子どもたちを取り巻くネット環境に潜むリスクに配慮し、

「教員が子どもの端末をリアルタイムで閲覧できる機能」や「アプ

リロック機能」などを搭載した「授業支援システム」を構築し、すべ

ての子どもが、いかなる状況下においても安心して学習が行える

よう整備を行ってまいります。 

 

１７ページをご覧ください。 

次に、「鳴門まちなか絵本図書館」についてであります。 

市内のいろいろな場所で本と出会い、幼少期から気軽に本に

触れられる機会や環境づくりとして、「鳴門まちなか絵本図書館」

を創出します。 

子どもの読書活動は、豊かな心を育むだけではなく、将来の学

力向上にもつながる重要なものであり、現在策定中の「第４次子

どもの読書活動推進計画」においても、家庭、地域、学校等にお

いて、子どもの読書活動を推進することとしています。 

子どもたちや親子連れの方が気軽に立ち寄り、まちのあちらこ
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ちらで、絵本を楽しむことができるよう、趣旨に賛同していただけ

る市内の店舗・事業所等を募集し、地域ぐるみで「絵本のまち な

ると」の実現を目指します。 

初年度は、３０か所の開設を目標としており、登録いただいた

店舗等には、登録証としてタペストリーを掲げていただくとともに

市公式ウェブサイト等で周知を行います。 

また、まちなか絵本図書館における持続可能な絵本の流通シス

テムとして、市内の高校生・大学生と連携して、絵本回収ボックス

を制作し、市役所等に設置して、市民の皆様から絵本の寄贈を募

ってまいります。 

 

次に、「学校図書館 サポート推進事業」についてであります。 

図書館サポーターにつきましては、本市では、平成２０年度に林

崎小学校で初めて設置され、以降、徐々に配置校を増やし、平成

２８年度からは鳴門市内の全小中学校に配置しております。 

図書館サポーターの皆様の働きによって、図書室の環境整備

が進み、図書室の貸し出し冊数が増加し、読書に親しむ児童生徒
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が増えてきていることから、更に推進するため、図書館サポータ

ーの配置時間を増やします。 

令和３年度には全小中学校での総配置時間が５，３４６時間だ

ったところ、令和４年度は７，６８０時間とし、前年度から２，３３４時

間増加します。 

これにより、図書室の環境整備や、児童生徒の読書活動をより

一層推進してまいります。 

 

続きまして、「しっかり 安心・快適 住み良いまちづくり」につい

てであります。 

 

１８ページをご覧ください。 

 「新庁舎整備事業」についてであります。 

引き続き、新庁舎整備の基本理念である、「市民の安全安心を

まもり、絆をはぐくむ鳴門らしい庁舎」の実現に向け、令和６年１

月の竣工を目指して整備を進めてまいります。 

令和４年度の主な取り組みといたしましては、昨年２月から取り
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組んでおります実施設計を本年４月に策定し、翌５月からいよい

よ建設工事に着手いたします。 

令和４年度中は、地盤工事や基礎工事、免震層を含む低層階

の躯体工事を進める予定です。 

また、ＪＡ徳島北が所有する建物及び土地の取得を推し進める

とともに、集密書架の設置に向けた設計を行うこととしています。 

 

１９ページをご覧ください。 

「トリプルＲ事業」についてであります。 

トリプル R とは、「レイワ（Reiwa）」-「ロード(Road)」-「リペア

(Repair)」の３つの Rからなる略称で、市民生活にとって必要不

可欠な道路の健全化を推進する事業であります。 

 道路の中でも特に、舗装補修を重点的に実施することとし、次

の３つの予算で、舗装健全化に取り組みます。 

 １つ目は、路面性状調査結果を踏まえ策定した「道路舗装修繕

計画」に基づく『主要な市道の舗装補修』に６，５００万円、２つ目

は、地元自治振興会や郵便局等から寄せられた情報を基に道路
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担当者会議を開催し、緊急性を判断して実施する『その他市道の

舗装補修』に３，５００万円、３つ目は、『緊急を要する舗装補修』や

側溝などの道路構造物の補修に５，４００万円を予算計上し、道路

の健全化を図ってまいります。 

 なお本事業は、令和４年度より４年間を目途として、集中的に

取り組みを行うこととしております。 

 

２０ページをご覧ください。 

次に、「高機能消防通信指令システム・消防救急デジタル無線

システム全面更新整備事業」であります。 

本市消防本部の「高機能消防通信指令システム」は、導入開始

から１０年が経過したことにより、「消防救急デジタル無線」と同時

に全面更新整備を行い、迅速で的確な１１９番通報の受信と、消

防救急体制の強化を図ってまいります。 

また、「ＮＥＴ（ネット）１１９緊急通報システム」の導入も併せて行

います。これは、聴覚や言語機能に障がいのある方が、スマートフ

ォンや携帯電話のインターネット機能を利用し、簡単な操作で１１９
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番通報ができるシステムです。 

これら次世代の消防救急システムを導入することにより、引き

続き、市民の安全・安心な生活を守ります。 

 

２１ページをご覧ください。 

「鳴門市・北島町 共同浄水場 整備事業」であります。 

旧吉野川を挟んだ対岸に位置する本市と北島町の浄水場は、

老朽化が進み、耐震性能などに課題があるため、水道広域化の

検討・協議を進め、共同浄水場として更新することといたしまし

た。 

事業期間は、令和３年度から令和８年度の約６年間で、令和３

年１０月に着工後、令和８年度の全面供用開始を目指し、事業を

進めています。 

設計・施工の事業費は約１１５億円、うち鳴門市分は約８１億円

を見込み、令和４年度の当初予算では、共同浄水場の整備事業

費として、２２億６,１８２万円を計上し、うち鳴門市分は１６億３,５６

８万円となっています。 
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最後に、「おおきく躍動 みんなで創る まちづくり」でございま

す。 

 

２２ページをご覧ください。 

「第七次鳴門市総合計画策定事業」についてであります。 

現行の「第六次鳴門市総合計画」は、基本構想及び基本計画

が令和３年度末で終了となりますが、令和４年度については、現

行計画を踏襲しつつ、実施計画により各施策の進捗管理を行うと

ともに、令和５年度を始期とする「第七次鳴門市総合計画」の策

定を進めてまいります。 

「総合計画」は、各種分野別の計画や施策の基本となる、「地方

自治体の最上位計画」として位置づけられ、将来のまちづくりの

基本指針となるものであります。 

計画策定にあたっては、市民ワークショップや地域懇談会など

を開催し、市民の皆様のご意見をお伺いしながら、市民が主役の

まちづくりの実現に向けた、実効性ある総合計画の策定を進めて
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まいります。 

 

次に、「鳴門市 地域公共交通計画 策定事業」についてであり

ます。 

高齢化の進展に伴う運転免許証返納者の増加や、社会構造の

変化を背景とした地域公共交通を取り巻く環境の変化など、多様

化するニーズに対応するため、今後の本市が目指すべき公共交

通網の姿を明確化する「マスタープラン」としての役割を果たす

「鳴門市 地域公共交通計画」の策定を進めてまいります。 

計画策定にあたっては、本市の最上位計画である「総合計画」

や、まちづくりの重要な計画である「都市計画マスタープラン」及

び「立地適正化計画」との整合性を図るとともに、地域ごとの意見

交換会や利用者に対するニーズ調査を実施し、地域や利用者の

皆様に寄り添った地域公共交通を目指し、計画策定に取り組ん

でまいります。 

 

次に、「都市計画マスタープランの見直し及び立地適正化計画 
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策定業務」についてであります。 

都市計画マスタープランは、市の都市計画に関する基本的な

方針を定めたものです。 

平成１１年３月に策定したのち、社会経済情勢の変化に伴い、平

成２３年３月に見直しを実施しており、計画期間は令和１２年度を

目標年次とする２０か年としておりますが、これまで概ね１０年程

度で改定を行ってきております。 

本事業では、人口減少や少子高齢化の社会経済情勢の変化

や防災の観点などを踏まえ、「持続発展可能なまちづくりの実現」

を目指し、「都市計画マスタープラン」の見直しを行うとともに、居

住・都市機能の緩やかな立地誘導など、総合的な「まちづくり施

策」の展開を図るため、「立地適正化計画」を令和３年度から令和

４年度末までを目途として策定するものです。 

 

本日ご紹介する事業は以上でございますが、配布した「予算の

概要」には、今回ご紹介しきれなかった主要な施策について、多

数掲載しておりますので、ぜひこちらもご参照いただければと思
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います。 

 

以上で、記者会見にあたりまして 私からの説明を終えさせて

いただきます。 


